
目

次

規

則

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
県
税
事
務
所
長
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
域
県
民

局
」
を
「
県
税
事
務
所
」
に
改
め
、
「
県
税
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
東
青
地
域
県

民
局
長
」
を
「
青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
保
健
所
長
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
域
県
民

局
」
を
「
保
健
所
」
に
改
め
、
「
保
健
、
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
及
び
児
童
福
祉
に
関
す

る
」
を
削
り
、
同
項
第
十
二
号
中
ル
を
ワ
と
し
、
ハ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ホ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
、
ロ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
販
売
に
供
す
る
食
品
等
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
等
の
検
査
及
び
そ
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
十
八
号
中
ヘ
か
ら
ヨ
ま
で
を
削
り
、
同
号
タ
中
「
請
求
に
」
を
「
請
求

（
同
条
第
二
項
に
係
る
も
の
（
第
五
十
条
第
五
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
」
に
改

め
、
同
タ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
項
第
十
八
号
の
三
中
「
の
施
行
に
関
す
る
次
の
」
を
「
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
療
育
給
付
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
第

十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九

削
除

二
十

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
診
査
協
議
会
及
び
結
核
診
査
協
議
会
の
会
議
の
招
集
に
関
す

る
こ
と
。

二
十
一

青
森
県
環
境
管
理
事
務
所
、
保
健
所
及
び
衛
生
研
究
所
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例

（
昭
和
五
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
減
免
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
被
保
護
者
及
び
当
該
被
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
中
「
麻
薬
処
方
せ
ん
」
を
「
麻
薬
処
方
箋
」
に
改
め
、
同
項

第
三
十
一
号
中
レ
を
ツ
と
し
、
タ
を
ソ
と
し
、
ヨ
を
レ
と
し
、
カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヨ

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
表
示
を
し

た
者
に
対
す
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
三
十
三
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
及
び
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
環
境
管
理
事
務
所
長
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
地
域
県
民
局
（
西
北
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
を
除
く
。
）
」
を
「
環
境
管
理
事
務

所
」
に
改
め
、
「
公
害
の
防
止
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
六
号

ヘ
中
「
地
域
県
民
局
の
」
を
削
り
、
同
号
ト
中
「
に
関
す
る
こ
と
」
及
び
「
地
域
県
民
局
の
」
を
削

り
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
東
青
地
域
県
民
局

長
」
を
「
青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
青
森
県
地
域
県
民
局
、

青
森
県
報
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保
健
所
及
び
衛
生
研
究
所
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
」
を
「
青
森
県
環
境
管
理
事
務
所
、
保
健

所
及
び
衛
生
研
究
所
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
第
一
号
中
「
青
森
県
地
域
県
民
局
、
保
健
所
及
び
衛
生
研
究
所
使
用
料
及
び
手
数
料

徴
収
条
例
」
を
「
青
森
県
環
境
管
理
事
務
所
、
保
健
所
及
び
衛
生
研
究
所
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収

条
例
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
開
始
及
び
変
更
の
申
請
の
受
理
、
保
護
の
要
否
等
の

決
定
及
び
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
及
び
変
更
並

び
に
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
停
止
及
び
廃
止
の
決
定
並
び
に
通
知
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
に
対
す
る
指
導
及
び
指
示
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
要
保
護
者
等
に
対
す
る
報
告

の
請
求
及
び
要
保
護
者
の
検
診
の
命
令
（
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
等
の
徴

収
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
保
護
の
開
始
及
び
変
更
の
申
請
の
却
下
並
び
に
保
護
の
変

更
、
停
止
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
等
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供

の
要
求
並
び
に
銀
行
等
に
対
す
る
報
告
の
請
求
（
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
費
用

等
の
徴
収
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
の
施
設
へ
の
入
所
若
し
く
は
入
所

の
委
託
又
は
私
人
の
家
庭
へ
の
養
護
の
委
託
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
産
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

カ

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
業
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
扶
助
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
の
制
限
及
び
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

ソ

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
こ

と
。

ツ

第
五
十
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
等
に
対
す
る
報
告
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

ネ

第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

ナ

第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
す
べ
き
額
を
定
め
る
こ
と
。

ラ

第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
留
金
品
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ム

第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
助
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
及
び

徴
収
す
べ
き
額
の
決
定
の
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。

ウ

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
八
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
等
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ヰ

第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
前
渡
し
た
保
護
金
品
の
返
還
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

ノ

第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
後
見
人
の
選
任
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

オ

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

二

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

イ

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
装
具
の
支
給
及
び
修
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関

す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
三
条
、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
、
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
に
係
る
償

還
金
の
徴
収
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
一
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
資
金
の
交
付
の
停
止
及
び
減
額
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
二
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
停
止
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
六
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
一
時
償
還
の
請
求
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

ニ

第
十
七
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
違
約
金
の
徴
収
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

第
十
九
条
（
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
償
還
金
の
支
払
猶
予
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

五

青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
青
森
県
規

則
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
九
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
増
額
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
の
継
続
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
一
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
の
取
消
し
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
二
条
第
二
項
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
中
止
及
び
貸
付
金
の
減
額
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
三
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
償
還
方
法
の
変
更
の
承
認
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
四
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
十
七
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
、
保
証
人
等
の
変
更
の
承
認
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
（
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
二
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
（
母
子
・
父
子
福
祉
団

体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
父
母
の
な
い
児
童
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ

と
。

六

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
産
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
母
子
保
護
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
保
護
に
つ
い
て
の
指
示
及
び
報
告
の
徴
収
（
助
産

施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
及
び
児
童
館
の
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
継
続
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

イ
及
び
ロ
に
係
る
第
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
つ
い
て
の
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
に
対
す
る
報
告
の
請
求

並
び
に
官
公
署
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
の
請
求
（
同
条
第
二
項
に
係
る
も

の
（
第
五
十
条
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

七

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
入
所
等
費

用
の
徴
収
（
母
子
保
護
等
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理

す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
九
条
（
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
受

給
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
二
条
第
二
項
（
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
返
還
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
四
条
第
一
項
（
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
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に
よ
る
不
正
利
得
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

受
給
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
の
受
理
（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
の
要
求
並

び
に
銀
行
等
に
対
す
る
報
告
の
請
求
（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
九
十

七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
社
会
福
祉
法
人
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る

こ
と
。

四

生
活
保
護
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
管
理
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と
。

五

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
か

ら
の
報
告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
（
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
の
報
告
等
の
徴
収
及
び

出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
等
か
ら

の
報
告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
、
児
童
自
立
生
活
援

助
事
業
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
者
か
ら
の
報
告
の

徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
児
保
育
事
業
を
行
う
者
か
ら
の
報
告

の
徴
収
（
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ

と
。

リ

第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
廃
止
及
び
休
止
の
届
出
の
受
理

に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
長

か
ら
の
必
要
な
報
告
の
徴
収
（
助
産
施
設
の
設
置
者
及
び
助
産
施
設
の
長
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る
勧
告
及
び
改
善

命
令
（
助
産
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十

九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
（
児
童
保
護
費
等
負
担
金
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

六

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
そ
の
他
設
備
の
規
模
及
び
構
造
並

び
に
そ
の
図
面
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
名
称
、
種
類
及
び
位
置
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
廃
止
及
び
休
止
の
承
認
の
申
請
の

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

七

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
等
の
届
出
の
受
理
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
及
び
園
長
か
ら

の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

八

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
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規
則
（
平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
の
認
可
の
申
請
の

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
廃
止
及
び
休
止
の
認
可
の
申
請

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
の
変
更
の
認
可
の
申
請

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
の

た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付
金
に
係
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

十

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
及
び
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
長
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す

る
こ
と
。

十
一

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
の
施
行
（
社

会
福
祉
施
設
等
（
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
浴
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
係
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
に
関
す
る

こ
と
。

十
二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
。

イ

第
四
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
等
の
徴
収
及
び
出

頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
等
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
の
報
告
等
の

徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
徴
収
（
障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
負
担
金
及
び
障
害
者
医
療
費
負
担
金
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
つ
た
者
等
か
ら
の
報
告
等
の

徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
等
を
受
け
た
被
保
険
者
等
か
ら
の
報
告
の

徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
等
の
徴

収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者
等
か
ら
の
報
告
等

の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
か
ら
の
報
告
等
の
徴
収

及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
医
療
院
の
開
設
者
等
か
ら
の
報
告
等
の
徴

収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
の
報
告
等
の

徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

イ

第
四
十
八
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
喀か
く

痰た
ん

吸
引
等
事
業

者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
特
定
行
為

事
業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。
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十
五

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
を
行
う
者
か
ら
の

報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
徴
収
（
身
体
障
害
者
福
祉
費
補
助
金
及
び
身
体
障
害
者
保
護
費
負
担
金
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
号
ツ
中
「
に
関
す
る
こ
と
」
を
削
り
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
に
関
す
る
こ
と
」

を
加
え
、
同
ツ
を
同
号
オ
と
し
、
同
号
中
ソ
を
ラ
と
し
、
同
ラ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ム

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
里
親
か
ら
の
必
要
な
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ウ

第
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
の
報
告

の
受
理
（
助
産
の
実
施
及
び
母
子
保
護
の
実
施
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ヰ

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
能
力
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ノ

第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
に
対
す
る
報
告
の
請
求

並
び
に
官
公
署
に
対
す
る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
の
請
求
（
同
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
係
る
も
の
（
第
五
十
条
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
号
中
レ
を
ナ
と
し
、
リ
か
ら
タ
ま
で
を
ワ
か
ら
ネ
ま
で
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
並
び

に
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
」
を
削
り
、
同
チ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
中
ト
を
ヌ
と
し
、
同

ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
号
中
ヘ
を
リ
と
し
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
チ
ま
で
に
改
め
、
同
号
に
イ
か
ら
ハ

ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
要
否
の
決
定
及
び
第
二
十

四
条
の
三
第
六
項
（
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
入
所
受
給
者
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
（
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
入
所
給
付
決
定
の
取
消
し
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項

（
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
入
所
受
給
者
証
の
返
還
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
四
条
の
五
（
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
負
担
が
困
難
で
あ
る
こ
と
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
三
号
中
「
の
施
行
」
を
「
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
」
に
改
め
、
同

号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
ロ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

イ

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
者
に
対
す
る
出
頭
の

要
求
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
入
所
等
費

用
の
徴
収
（
児
童
等
入
所
措
置
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
農
林
水
産
事
務
所
長
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地

域
県
民
局
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
、
「
農
林
畜
水
産
業
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す

る
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
ツ
中
「
に
関
す
る
こ
と
」
を
削
り
、
「
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
二

十
一
号
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
に
関
す

る
こ
と
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
の
三
中
「
農
林
畜
産
業
」
を
「
漁
業
」
に
、
「
に
限
る
」
を

「
を
除
く
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三
か
ら
二
十
四
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
六
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
一
件
の
請
負
工
事
設
計
額
（
支
給
品
の

額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
億
円
以
上
の
工
事
に
係
る
予
定
価
格
の
決
定
及
び
契
約
の
方
法
の

決
定
（
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
け
る
参
加
者
の
資
格
の
設
定
並
び
に
指
名
競
争
入
札
に

付
す
る
場
合
に
お
け
る
指
名
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
要
件
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
名
要
件
」

と
い
う
。
）
の
設
定
及
び
指
名
業
者
の
選
定
（
あ
ら
か
じ
め
指
名
要
件
を
設
定
し
た
も
の
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
検
査
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
一
件
の
予
定
価
格
が
五
億
円
以
上
の
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
当
た
つ
て
は
、

知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域
県
民
局
（
東
青
地
域
県
民
局
及
び
中
南
地
域
県
民
局
」
を
「
農
林
水

産
事
務
所
（
青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
及
び
青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

養
蜂
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
蜜
蜂
の
飼
育
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
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よ
る
当
該
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
転
飼
養
蜂
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

六

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

七

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
商
の
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
商
の
免
許
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
条
の
二
第
二
項
（
第
十
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及
び
届
出
の
受
理

並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
商
名
簿
の
訂
正
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
消
除
に
関
す
る
こ
と
。

ト

令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

チ

令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

リ

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
返
納
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
の
変
更
の
認
定
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
の
実
施
状
況
の
報
告
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
地
域
県
民
局
（
中
南
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
」
を
「
農
林
水

産
事
務
所
（
青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
及
び
青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
リ
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
を
「
前
号
イ
に
係
る
第
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
三
八
地
域
県
民
局
、
西
北
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
」
を
「
青
森
県
三
八
農
林
水

産
事
務
所
、
青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
及
び
青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
」
を
「
農
林
水
産
事
務

所
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
県
土
整
備
事
務
所
長
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地

域
県
民
局
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
県
土
の
整
備
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
項
第
一

号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
一
件
の
請
負
工
事
設
計
額
が
一
億
円
以
上
の
工
事
に
係
る
予
定
価
格
の

決
定
及
び
契
約
の
方
法
の
決
定
並
び
に
検
査
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

た
だ
し
、
一
件
の
予
定
価
格
が
五
億
円
以
上
の
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
当
た
つ
て
は
、

知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
、
第
七
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
条
の
六
第
三
項
」
を
「
及

び
第
十
八
条
第
十
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
二
第
六
項
並
び
に

第
十
八
条
第
二
十
七
項
及
び
第
三
十
九
項
」
に
、
「
並
び
に
第
七
条
の
四
第
六
項
」
を
「
、
第
七
条

の
四
第
六
項
及
び
第
十
八
条
第
三
十
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
七
条
の
六
第
三
項
」
に
、
「
第
八
十
八
条

第
一
項
に
」
を
「
第
八
十
八
条
第
二
項
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
及
び
第
七
条
の
六
第
四
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
」
を
「
及
び
第
十
八
条
第
十
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八

十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

七
条
の
六
第
四
項
（
」
に
、
「
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
八
十
八
条

第
二
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
第
十
八
条
第
四
十
項
（
第
八
十
七
条
の
四
及

び
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中

「
及
び
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
「
（
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八

十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
（
」
に

改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
イ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第
一

項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
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号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
ヘ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
（
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三

十
条
第
三
項
（
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
ト
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
チ
中
「
第
三
十
六
条

第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
チ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
地
域
県
民
局
（
上
北
地
域
県
民
局
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
（
青
森
県
上
北

県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
中
南
地
域
県
民
局
長
及
び
三
八
地
域
県
民
局

長
」
を
「
青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
長
及
び
青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
地
域
県
民
局
（
中
南
地
域
県
民
局
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
（
青
森
県
中
南
県
土
整

備
事
務
所
」
に
、
「
上
北
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
西
北
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
西
北
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
、
「
下
北
地

域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
下
北
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
中
南
地
域
県

民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
」
を
「
青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
及
び
青
森
県
三
八
県
土
整
備
事

務
所
」
に
、
「
中
南
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
東
青
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項

中
「
中
南
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

「
三
八
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
上

北
地
域
県
民
局
長
」
を
「
青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
一
件
の
請
負
工
事
設
計
額
が
一
億
円
以
上
の
工
事

に
係
る
予
定
価
格
の
決
定
及
び
契
約
の
方
法
の
決
定
並
び
に
検
査
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
た

だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
一
件
の
予
定
価
格
が
五
億
円
以
上
の
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
当
た
つ
て
は
、

知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
東
青
地
域
県
民
局
」
を
「
青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
り
委
任
し
た
事
務
に
係
る
通
知
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、

現
に
青
森
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
本
庁
に
お
い
て
施
行
の
た
め
の
手
続
中
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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